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６  公共交通の整備方針
　目指すべき将来像の実現に向け、次のとおり利便性の向上と効率的な運行を目指した公共交通ネッ

トワークの再構築を図ります。

 １ 地域公共交通網整備の方向
　新発田市の地域公共交通網の整備においては、新発田駅を「中心交通拠点」、中心市街地内の公共

施設、商業施設や医療機関といった日常生活を支え、交流を促す施設を「主要交通拠点」と位置付

け、これらの拠点へのアクセス性や回遊性を高め、都市拠点の機能向上を図るネットワークとして、

あやめバスの利便性を向上させていきます。

　また、各地域における乗継拠点を「地域交通拠点」と位置付け、中心交通拠点や主要交通拠点と

地域交通拠点をつないで中心市街地への人の流れを生み出し、暮らしやすさの向上や地域の活性化

を図るネットワークとして、バスやデマンド交通等の交通手段を整備していきます。

図表 6-1：交通拠点の役割

区　　分 役　　割 主な施設

中心交通拠点 全ての公共交通機関の乗継が図ら
れている拠点 新発田駅

主要交通拠点 中心市街地において日常生活を支
え、交流を促す機能を持った拠点

西新発田駅、新発田市役所、
県立新発田病院、大型商業施設　等

地域交通拠点 地域内の乗継拠点
鉄道と幹線路線の乗継拠点

佐々木駅、加治駅、金塚駅、中浦駅、月岡駅、
七葉中学校（新発田市コミュニティバス）、
川東小学校（川東コミュニティバス） 等
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図表 6-2：地域公共交通網のイメージ

都市拠点

地域拠点
集落

集落

集落

鉄道

デマンド交通

バス

バス

市外

集落
デマンド交通

中心交通拠点

主要交通拠点
新発田駅

地域交通拠点
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 ２ 地域公共交通を担う各交通手段の役割
　各交通手段が担う役割を路線別に整理し連携することで、地域にとって使いやすい最適な地域公

共交通をつくり、移動手段の確保を図ります。

図表 6-3：路線別の各交通手段の役割

図表 6-4：各交通手段の特徴

区　分 役　割 交通手段 内　容 範　囲 輸送力

広域路線
市内と市外とを結ぶ幹線
で、広域的な移動の役割を
担う。

鉄道 ● 2 路線
・羽越本線　・白新線 広 域 大

小

路線バス ● 2 路線
・木崎線　　・新谷線 広 域

幹線路線

各地域及び圏域内と中心部
を繋ぐ交通として、広域路
線に次ぐサービス水準を維
持・確保する。

路線バス

● 8 路線
・次第浜線　・藤塚浜線　 
・中条線　　・佐々木稲荷岡循環線
・東赤谷線　・飯島線
・乗廻 • 松浦線  
・天王 • 松浦線

市 内

コミュニティバス ●新発田市コミュニティバス
●川東コミュニティバス 市 内

中 心
市 街 地
路 線

中心市街地において、日常
生活に必要なサービス水準
を確保する。

あやめバス ●あやめバス 中 心
市街地

地 域 内
路 線

地域内の移動と公共交通不
便地域の解消を担う。住民
主体により地域ニーズに対
応する。

コミュニティバス
利用者がある程度まとまって
いる地域での導入。
定員 11 人以上。

地域内

デマンド交通 予約が必要となる。
定員 11 人未満。 地域内

ドア・ツー・ドアの運行サー
ビスにより、行き先や時間
など個別需要に応じた役割
を担う。

タクシー 既存のタクシー事業 地域内

上記の公共交通では対応で
きない特定の需要を支える。 その他 スクールバス、福祉有償運送等 地域内

［
広
域
］　
　
　 

運
行
範
囲
　
　
　 

［
地
域
内
］

［小さい］　　　　　　　輸送力　　　　　　　［大きい］

各交通手段の特徴

鉄道

路線バス

あやめバス
コミュニティバス

スクールバスなど

デマンド交通タ
ク
シ
ー
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 ３ 各地区における公共交通の現状と課題等
　公共交通の現状や課題等について
は、地区によって状況が異なってい
ます。こうした状況を踏まえ、各地
区に応じた公共交通の整備が必要と
なります。

図表 6-5：各地区の公共交通の現状と課題等 【市街地拡大図】

本庁地区
［交通手段］
・中心交通拠点の新発田駅
・各種路線、あやめバス

［課題等］
・大型ショッピングセンターや医療施設などの
　主要交通拠点との接続性向上
・高校生（市内 6 校）の通学手段の確保
・西新発田駅周辺の人口増加と商業施設への接
　続性向上
・駅東交通広場の活用
・公共交通空白域の解消

胎内市との連携
［交通手段］
・中条線

［課題等］
・公共交通の連携による圏域の活性化

聖籠町との連携
［交通手段］
・次第浜線、佐々木稲荷岡循環線

［課題等］
・公共交通の連携による圏域の活性化

加治川地区
［交通手段］
・加治駅、金塚駅
・藤塚浜線、中条線、佐々木稲荷岡循環線

［課題等］
・路線重複（上記 3 路線）の見直し
・公共交通空白域の解消

佐々木地区
［交通手段］
・佐々木駅
・佐々木稲荷岡循環線、飯島線

［課題等］
・公共交通空白域の解消

豊浦地区
［交通手段］
・中浦駅、月岡駅
・乗廻松浦線、天王松浦線

［課題等］
・天王松浦線廃止申出への対応
・公共交通空白域の解消

紫雲寺地区
［交通手段］
・藤塚浜線、中条線、佐々木稲荷岡循環線

［課題等］
・路線重複（上記 3 路線）の見直し
・中条線廃止申出への対応
・公共交通空白域の解消

松浦地区
［交通手段］
・乗廻松浦線、天王松浦線

［課題等］
・平成30年4月学校統合に伴う
　公共交通・通学支援の見直し
・天王松浦線廃止申出への対応
・公共交通空白域の解消

五十公野・米倉・赤谷地区
［交通手段とその特徴］
・新谷線（阿賀町につながる路線）、東赤谷線
・地域によるボランティア送迎の実施

［課題等］
・平成 30 年 4 月学校統合に伴う公共交通・
　通学支援の見直し
・路線重複（上記 2 路線）の見直し
・最も高い高齢化率（赤谷地区）
・公共交通空白域の解消

菅谷・加治地区
［交通手段とその特徴］
・新発田市コミュニティバス
・地域で NPO 法人を設立して運行
・地域協働による利用促進の取組推進

［課題等］
・現行路線の見直しによる利便性向上
・公共交通空白域の解消

川東地区
［交通手段とその特徴］
・川東コミュニティバス
・地域組織による検討部会の実施

［課題等］
・地域協働による利用促進策の活性化
・路線の見直しによる利便性向上
・公共交通空白域の解消

区　分 路　線

路線バス
（営業路線）

①新発田営業所〜木崎〜万代シティ（木崎線）
②新発田営業所〜稲荷岡〜藤塚浜（藤塚浜線）
③新発田営業所〜聖籠〜次第浜（次第浜線）
④新発田営業所〜佐々木〜次第浜（次第浜線）
⑤新発田駅前〜中央高校前
⑥新発田営業所〜赤谷〜新谷（新谷線）
⑦新発田営業所〜天王〜松岡〜新発田営業所（天王・松浦線）

路線バス
（廃止代替路線）

⑧新発田営業所〜佐々木〜稲荷岡〜新発田営業所
　（佐々木稲荷岡循環線）
⑨新発田営業所〜小戸入口〜東赤谷（東赤谷線）
⑩新発田営業所〜小戸入口〜小戸〜東赤谷（東赤谷線）
⑪新発田営業所〜飯島（飯島線）
⑫新発田営業所〜乗廻〜松岡〜新発田営業所（乗廻・松浦線）
⑬新発田営業所〜築地〜中条工業団地（中条線）

新発田市コミュニティバス ⑭新発田駅〜七葉中学校前〜上荒沢・熊出

川東コミュニティバス ⑮新発田営業所〜川東小〜宮古木村中・小戸・南俣・上三光

あやめバス（市街地循環） ⑯新発田営業所〜イオンモール〜コモタウン〜新発田営業所

月岡温泉シャトルバス ⑰白玉の湯華鳳〜月岡旧湯前〜豊栄駅

高速バス ⑱万代シティ〜山形駅前

鉄　道
⑲新発田駅〜新潟駅（白新線）
⑳新発田駅〜秋田駅（羽越本線）

新発田駅〜新津駅（羽越本線） ⑥

①
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 ４ 見直し・整備の進め方
　各地区における状況を踏まえ、地域とともに公共交通の見直し・整備を進めていきます。見直し

に当たっては、次の流れに沿って進めていきます。

あてはまらない

必要なし

あてはまる

必要あり

既存のバス
路線を活用

鉄道を活用 新しい運行方法が必要

バスが必要 バスは不要

できる

検証・改善
の継続

できるできない できない

優先すべき地域の状況
・事業者バス路線の廃止申出により交通空白域拡大の恐れがあるか。
・学校統廃合に伴う児童生徒の通学環境の変化があり、それに併せた公
　共交通の見直し検討が可能か。

公共交通の確保の必要性の判断
・地域の実態を分析し、また利用状況や住民ニーズの調査を踏まえ、公
　共交通の必要性を地域が中心となって検討し、判断します。

効率性や持続可能性の視点に基づく運行内容の検証
・利用実績や運行収支、地域の取組等を踏まえ、効率性や持続可能性の視点から、一定期間運
　行後、検証を行い、今後の方向を決定します。 　　　　　　　　　

既存のネットワークと利便性、効率性の検証
・現状の公共交通を最大限活用することとし、ネットワークの競合を避けます。 　
・補助額や運行収支の観点から、効率的なネットワークになっているか検証します。
・公共交通の利用ニーズに対し、既存の交通手段で対応できるか検証します。　 　

移動需要に応じた交通手段の検討
・移動需要の頻度、利用人数について検討します。

地域主体の運行の検討 地域主体の運行の検討

・地域の高齢化の状況
・公共交通空白域の状況　等

その他の地域の状況を
踏まえ、見直し時期を
検討します。

廃止します。

地域と事業者
の協力による
鉄道の活用・
改善

運行継続 実態に応じた減便、廃止等の検討

地域と事業者
の協力による
路線バスの活
用・改善

地域が運行主
体のコミュニ
ティバスの導
入

事業者に委託
（地域が主体
となった積極
的な取組が必
要）

地域が運行主
体のデマンド
交通の導入

事業者に委託
（地域が主体
となった積極
的な取組が必
要）

検討・見直し後の動き


